
様式第１号（第７条関係）

利用人数

 

※野球場と多目的グラウンドはドクターヘリの離着陸場に指定されて

※体育施設入力欄

確 認 者

　※付帯設備、備品を借用する場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者登録の有無

有　／　無

フリガナ

　以下のとおり体育施設を利用したいので申請します。

利 用 施 設 ※□に「レ」、対象施設に○を付けてください 利 用 目 的　（具体的に記入してください）

 □ 総合体育館

 １階：競技場（Ａ・Ｂ）／軽運動室 ／会議室

（　　　　）　　    　－
※その他の連絡先（携帯・日中）

　　　　　　－　　　　　　　　－

個人・団体の別 個 人  ・  団 体 人（うち町外：　  　　    人）

利 用 対 象 者 施 設 使 用 料
日付　と　サイン

ジュニアクラブ ／体育協会 ／その他（　　　　　　　　　　　）

小学生以下 ／中学生 ／高校生 ／大学生 ／一般  □ 有 料（通常 ・ 倍額）

 □ 免 除（全額 ・ １/２）

 □ 白虎山公園 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

　　 軽スポーツセンター　／簡易野球場 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 □ 北部軽スポーツセンター ・　別紙計画書のとおり

 □ スポーツセンター 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 □ 野球場 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 □ 多目的運動広場 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 □ 武道館 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 １階：柔道場 ／弓道場 ／ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 ２階：剣道場 ／研修室(和室) ／会議室 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 □ 多目的グラウンド 　いますのでドクターヘリが飛来した場合は直ちに退避してください。

 □ グラウンドゴルフ場 利 用 日　( 24時間制で記入してください)

 □ 遠的弓道場 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

 □ サッカー場 月　 　　日（　　 ）  　　：　  　　 ～　  　   ：　

住            所

（団体は連絡担当者）

〒（　　　　　－　　　　　　　　　）

宝達志水町体育施設　利用許可申請書

宝達志水町体育施設長　様 提出日　  　　　   　年　   　月   　　日

氏名 又は 団体名

代表者名、連絡担当者名

（団体の場合のみ）

代表者名 連絡担当者名

 ２階：小競技場

 □ テニスコート　（ １ ／２ ／３ ／４ ）

電話番号(連絡担当者)



注意事項 ※鍵の受け渡しについては、原則10分前から対応いたします。
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7 　許可なく寄付金の募集、物品の販売等を行いません。
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18 　虚偽の申請は一切いたしません。

　騒音、怒声、暴力等、他の利用者や周辺住民の迷惑・妨害にならないように努めます。

　鍵を破損した場合は、速やかに申し出、実費弁償いたします。

　利用登録した内容について変更があった場合は施設管理者に申し出、登録の変更をいたしま

す。（利用登録者のみ）

　野球場と多目的グラウンドを使用する場合、ドクターヘリが飛来した時には直ちに退避いたしま

す。

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

宝達志水町公共施設利用に関する誓約書

　私（私たち）は宝達志水町公共施設（以下　「公共施設」という。）を利用するにあたり、以下

の内容を守ることを誓います。

施設管理者　　様

　トイレ・階段等の共有部分についても“共有のもの”との意識を持ち、施設美化および省エネル

ギーに努めます。

　過失または故意により施設および付属設備の破損、滅失した時は速やかに施設管理者へ報

告し、現状復旧に必要となる金額を弁償します。

　事前に予約を取り消す場合は、FAXもしくはメールで施設管理者に連絡します。

　鍵に関しては、鍵管理者を定め、団体内で責任を持って管理・保持に努めます。第三者への

貸与は致しません。

　町事業等が入った場合、予約が取り消されても異議申し立ていたしません。

　鍵を紛失した場合は、速やかに施設管理者に申し出、防犯の義務を果たします。

　施設利用にあたっては、施設管理者の指示に従います。

　下記の条例や規則を順守し、各々の活動を相互に助け合いながら、責任ある開かれた運営

に協力を行っていきます。

（宝達志水町生涯学習センター条例、センター管理運営規則、学校施設使用料条例、学校

管理運営規則、学校の施設の開放に関する規則、町民センター設置及び管理条例、農村環

境改善センター・産業センター条例、センター管理運営規則）

　施設および敷地内にて次の活動は行いません。

　1 ) 公の秩序または善良な風俗を害する行動

　2 ) 営利を目的とするもの、またはこれに類する活動

　3 ) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする活動

　4 ) 特定の政党、党派または宗教を支持、または反対することを目的とする活動

　5 ) 暴力団または暴力団等の統制下にある活動

　6 ) その他、施設管理上支障がある活動

　敷地内で喫煙をしません。

　許可なく火気を使用しません。

　施設利用後は施設内を点検し照明・冷暖房設備・付属施設等の電源を切ります。また、清

掃を行うとともに、ごみ等はすべて持ち帰ります。


